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令和２年度第９回農業委員会総会 議事録 

 

 

１．開催日時  令和２年１２月１１日（金） 午後１時３０分から午後３時３０分 

 

 

２．開催場所  鳥取市総合福祉センター（さざんか会館） ５階 大会議室 

 

 

３．出席委員  （２４名） 

会 長 ４番 濱 田   香 会長職務代理者 ６番 田 渕   緑 

委 員 １番 安 東 和 彦 委 員 １４番 福 安   修 

 〃 ２番 村 田 幸 範  〃 １５番 上 田 壽 一 

 〃 ３番 河 毛 早 苗  〃 １６番 藏 内 敏 博 

 〃 ５番 下 田 義 男  〃 １７番 砂 川 重 雄 

 〃 ７番 建 部 憲 二  〃 １８番 依 藤 利 一 

 〃 ８番 川 上 信 温  〃 １９番 竹 森   潔 

 〃 ９番 猪 口   実  〃 ２０番 香 川   恵 

 〃 １０番 福 田 克 彦  〃 ２１番 柳 田 和 廣 

 〃 １１番 中 村   精  〃 ２２番 石 谷   隆 

 〃 １２番 福 田 淳一郎  〃 ２３番 加 藤   修 

 〃 １３番 山 田 準 二  〃 ２４番 岩 永 正 司 

 

 

４．欠席委員  （なし） 

      

 

 

５．議事日程 

第１ 議事録署名委員の指名 

第２ 議事 

議案第 ５０ 号  農地法第３条の規定による許可申請について 

議案第 ５１ 号  農地法第４条の規定による許可申請について 

議案第 ５２ 号  農地法第５条の規定による許可申請について 

議案第 ５３ 号  農地転用事業計画変更申請について 

議案第 ５４ 号  非農地証明について 

議案第 ５５ 号  鳥取市農用地利用集積計画について 

議案第 ５６ 号  鳥取市農用地利用配分計画について 

第３ 報告事項 

（１） 農地法第４条第１項第８号の規定による届出書の受理について 

（２） 農地法第４条第１項第９号の例外規定による届出書の受理について 

（３） 農地法第５条第１項第７号の規定による届出書の受理について 

（４） 農地転用の制限の例外（認定電気通信事業等）による事業計画書の受理について 

（５） 公共事業の施行に伴う附帯施設設置に係る農地転用報告書の受理について 

（６） 農地転用許可後の工事進捗状況および工事完了に係る報告書の受理について 

（７） 農地法第１８条第６項の規定による通知書の受理について 

 

 

６．事務局  谷口局長 蜂谷局長補佐 堀係長 坂本主任 川口主事 西村（会） 
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８．会議内容 

 開会：午後１時３０分 

  

議   長 定刻になりましたので、ただ今から、令和２年度第９回農業委員会総会を開会します。

まず、定足数の確認をします。農業委員２４名中、現在２４名の出席ですので、会議は

成立しております。 

次に、議事録署名委員には、９番 猪口委員、１０番 福田克彦委員を指名します。で

は、議事に入ります。議案第５０号「農地法第３条の規定による許可申請について」を議

題とします。整理番号３１と３２は譲受人が同一のため関連事案として一括審議します。

事務局の説明を求めます。 

  

事  務  局 議案第５０号農地法第３条の規定による許可申請について説明します。 

 整理番号３１番につきましては、河原町袋河原地内の田１筆、７６３㎡を売買により所

有権移転するものです。 

申請書等に記載された内容が審査基準の項目ごとに適合するか否か検討した結果を説明し

ます。 

 農地法第３条第２項第１号 全部効率利用要件ですが、 

譲受人の農機具の保有状況、農作業従事者数からみて、耕作能力に問題はありません。ま

た、申請地は住所地と同じ集落内に位置しており、通作にも問題ありません。なお、譲受

人は、保有しているすべての農地を耕作しています。今回取得する農地についても、効率

的に利用して耕作を行うものと思われます。 

 次に、農地法第３条第２項第４号 農作業常時従事要件ですが、 

申請書に記載された譲受人の農作業従事日数及び本人からの聴取により確認をした結果、

現在、基幹的な農作業に常時従事しており、取得後も農作業に常時従事すると思われます。

 次に、農地法第３条第２項第５号 下限面積要件ですが、 

申請地の下限面積５０アールに対して、取得後の譲受人の耕作面積は５２アールとなり、

要件を満たしております。 

 後に、農地法第３条第２項第７号 地域との調和要件ですが、 

申請地の取得後の利用に変更はなく、周辺地域における農地の農業上の総合的な利用の確

保に支障を生じないと思われます。 

なお、農地法第３条第２項第２号（農地所有適格法人要件）、同第３号（信託の引受けの禁

止）及び同第６号（転貸または質入れの禁止）には該当しません。 

以上で説明を終わります。 

 整理番号３２番につきましては、河原町袋河原地内の田１筆、８１７㎡を売買により所

有権移転するものです。 

申請書等に記載された内容が審査基準の項目ごとに適合するか否か検討した結果を説明し

ます。 

 農地法第３条第２項第１号 全部効率利用要件ですが、 

譲受人の農機具の保有状況、農作業従事者数からみて、耕作能力に問題はありません。ま

た、申請地は住所地と同じ集落内に位置しており、通作にも問題ありません。なお、譲受

人は、保有しているすべての農地を耕作しています。今回取得する農地についても、効率

的に利用して耕作を行うものと思われます。 

 次に、農地法第３条第２項第４号 農作業常時従事要件ですが、 

申請書に記載された譲受人の農作業従事日数及び本人からの聴取により確認をした結果、

現在、基幹的な農作業に常時従事しており、取得後も農作業に常時従事すると思われます。

 次に、農地法第３条第２項第５号 下限面積要件ですが、 

申請地の下限面積５０アールに対して、取得後の譲受人の耕作面積は５２アールとなり、

要件を満たしております。 

 後に、農地法第３条第２項第７号 地域との調和要件ですが、 

申請地の取得後の利用に変更はなく、周辺地域における農地の農業上の総合的な利用の確

保に支障を生じないと思われます。 

なお、農地法第３条第２項第２号（農地所有適格法人要件）、同第３号（信託の引受けの禁

止）及び同第６号（転貸または質入れの禁止）には該当しません。 
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以上で説明を終わります。 

  

議   長 では、担当農業委員の報告をお願いします。 

  

岩 永 委 員 この案件は、私が関わっており、（次の整理番号３２の申請地と）一枚の田んぼとなって

います。同じ部落内の譲受人に買ってもらうようにまとまった案件で、この度、３条申請

となりました。譲受人は、自分の田んぼ一枚と畑をつくっておられまして、機械も全て整

えられて真面目にやっておられます。畑の方は野菜を作っておられて、道の駅に出したり

してまめにされておられる方です。年は７０手前くらいの方です。また、これからも元気

に作られると思います。 

農地法第３条第２項各号には該当せず、許可することに問題はないと判断します。 

    

議   長 では、質疑・意見はございませんか。 

  （質疑・意見なし） 

  

議   長 以上で質疑を打ち切り、採決に入ります。 

  整理番号３１番及び整理番号３２番について、原案のとおり決定することにご異議ござ

いませんか。 

  （異議なし） 

    

議   長 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決しました。 

  続きまして整理番号３３番を審議します。事務局の説明を求めます。 

    

事  務  局 整理番号３３番につきましては、河内地内の畑２筆、合計２８３㎡を売買により所有権

移転するものです。 

申請書等に記載された内容が審査基準の項目ごとに適合するか否か検討した結果を説明し

ます。 

  農地法第３条第２項第１号 全部効率利用要件ですが、 

譲受人の農機具の保有状況、農作業従事者数からみて、耕作能力に問題はありません。ま

た、申請地は住所地と同じ集落内に位置し、通作にも問題ありません。なお、譲受人は、

保有しているすべての農地を耕作しています。今回取得する農地についても、効率的に利

用して耕作を行うものと思われます。 

  次に、農地法第３条第２項第４号 農作業常時従事要件ですが、 

申請書に記載された譲受人の農作業従事日数及び本人からの聴取により確認をした結果、

現在、基幹的な農作業に常時従事しており、取得後も農作業に常時従事すると思われます。

  次に、農地法第３条第２項第５号 下限面積要件ですが、 

申請地の下限面積５０アールに対して、取得後の譲受人の耕作面積は１４１アールとなり、

要件を満たしております。 

  後に、農地法第３条第２項第７号 地域との調和要件ですが、 

申請地の取得後の利用に変更はなく、周辺地域における農地の農業上の総合的な利用の確

保に支障を生じないと思われます。 

なお、農地法第３条第２項第２号（農地所有適格法人要件）、同第３号（信託の引受けの禁

止）及び同第６号（転貸または質入れの禁止）には該当しません。 

以上で説明を終わります。 

    

議   長 では、担当農業委員の報告をお願いします。 

    

加 藤 委 員 譲渡人は河内の出身の方で、湖山の方に住んでいます。実家の方は留守のようです。近

所の譲受人が譲ってもらえないかということで売るという話になりました。現在、畑とし

てきれいに作ってあります。 

農地法第３条第２項各号には該当せず、許可することに問題はないと判断します。 

    

議   長 では、質疑・意見はございませんか。 
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  （質疑・意見なし） 

    

議   長 以上で質疑を打ち切り、採決に入ります。 

  整理番号３３番について、原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

  （異議なし） 

    

議   長 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決しました。 

  続きまして整理番号３４番を審議します。事務局の説明を求めます。 

    

事  務  局 整理番号３４番につきましては、伏野地内の畑１筆、５６６㎡を贈与により所有権移転

するものです。 

申請書等に記載された内容が審査基準の項目ごとに適合するか否か検討した結果を説明し

ます。 

  農地法第３条第２項第１号 全部効率利用要件ですが、 

譲受人の農機具の保有状況、農作業従事者数からみて、耕作能力に問題はありません。ま

た、申請地は住所地から１．５ｋｍ以内に位置し、通作にも問題ありません。なお、譲受

人は、保有しているすべての農地を耕作しています。今回取得する農地についても、効率

的に利用して耕作を行うものと思われます。 

  次に、農地法第３条第２項第４号 農作業常時従事要件ですが、 

申請書に記載された譲受人の農作業従事日数及び本人からの聴取により確認をした結果、

現在、基幹的な農作業に常時従事しており、取得後も農作業に常時従事すると思われます。

  次に、農地法第３条第２項第５号 下限面積要件ですが、 

申請地の下限面積５０アールに対して、取得後の譲受人の耕作面積は３８アールとなり、

要件を満たしておりませんので、許可することはできません。 

  後に、農地法第３条第２項第７号 地域との調和要件ですが、 

申請地の取得後の利用に変更はなく、周辺地域における農地の農業上の総合的な利用の確

保に支障を生じないと思われます。 

なお、農地法第３条第２項第２号（農地所有適格法人要件）、同第３号（信託の引受けの禁

止）及び同第６号（転貸または質入れの禁止）には該当しません。 

以上で説明を終わります。 

  

議   長 では、担当農業委員の報告をお願いします。 

    

川 上 委 員 譲受人のご夫妻と佐々木推進委員と４名で現地確認しました。譲渡人と譲受人は親戚関

係です。今までは、砂畑でして湖東大浜土地改良区の灌水も完備しており、申請地を借り

て耕作されておられる方がおりました。その方が（耕作）できないということです。 

譲受人は、７８歳なっておりまして、主人の実家に引き取ってもらいたいようでした。

（取得後の）所有農地が３８アールしかなく、下限面積に達しておりません。譲受人が（追

加で）農地であると申し出た土地の現地確認をしましたが、１箇所（の二筆）は集落内に

ある（合計）約２８６㎡の畑でございます。あと、２個所（４筆）に渡りまして原野がご

ざいます。２７０㎡と７９２㎡ありますけど、実際そこに行きつく道は、木が茂って通路

がない状況でございます。現地まで行けない全くの原野であることを確認しております。

農地であるという認識を持てない土地でした。 

   

議   長 では、質疑・意見はございませんか。 

  （質疑・意見なし） 

  

岩 永 委 員 下限の問題なんですけど、こうやって土地が県外の所有者という場合に、県内の地元の

人に所有権を移すというためにも、下限の面積を、今後下げるという方向で検討するとい

うことでどうでしょうか。 

  

議   長 ご意見ありがとうございました。岩永委員より下限面積の検討というご意見をいただき

ました。年に１回そういう話し合いの場がありますので、その時に検討したいと思います。
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 その他、質問やご意見はありますか。 

  

建 部 委 員 下限面積が足らないのであれば、２０アールとか３０アール、利用権設定して、借りて

申請してはどうでしょうか。何とかいい具合にしてあげたいと思います。 

  

議   長 そうですね。事務局どうぞ。 

  

事 務 局 建部委員さんのおっしゃるとおりです。窓口で相談があった際に、どうしたら、下限面

積をクリアできるかを説明しておりまして、借りる方法も一つあると説明させていただき

ましたが、ちょっと理解していただけないようなところがありまして、申請に至っており

ます。 

  

議   長  申請の段階で、そのようなアドバイスをされているようですので、今回はそのことを聞

いた上で、申請されるというようなことでして、そのような現状を持って皆さんに審議し

ていただきたいと思います。 

 以上で質疑を打ち切り、採決に入ります。 

  整理番号３４番について、法的にクリアしていないということで、不許可ということで

よろしいでしょうか。 

  （異議なし） 

   

 反対多数と認め、本案は不許可決定と致します。 

  続きまして整理番号３５番を審議します。事務局の説明を求めます。 

    

事  務  局 整理番号３５番につきましては、福部町湯山地内の畑１筆、７４７㎡を売買により所有

権移転するものです。 

申請書等に記載された内容が審査基準の項目ごとに適合するか否か検討した結果を説明し

ます。 

  農地法第３条第２項第１号 全部効率利用要件ですが、 

譲受人の農機具の保有状況、農作業従事者数からみて、耕作能力に問題はありません。ま

た、申請地は住所地から約２３ｋｍ以内に位置し、通作にも問題ありません。なお、譲受

人は、保有しているすべての農地を耕作しています。今回取得する農地についても、効率

的に利用して耕作を行うものと思われます。 

  次に、農地法第３条第２項第４号 農作業常時従事要件ですが、 

申請書に記載された譲受人の農作業従事日数及び本人からの聴取により確認をした結果、

現在、基幹的な農作業に常時従事しており、取得後も農作業に常時従事すると思われます。

  次に、農地法第３条第２項第５号 下限面積要件ですが、 

申請地の下限面積５０アールに対して、取得後の譲受人の耕作面積は５３アールとなり、

要件を満たしております。 

  後に、農地法第３条第２項第７号 地域との調和要件ですが、 

申請地の取得後の利用に変更はなく、周辺地域における農地の農業上の総合的な利用の確

保に支障を生じないと思われます。 

なお、農地法第３条第２項第２号（農地所有適格法人要件）、同第３号（信託の引受けの禁

止）及び同第６号（転貸または質入れの禁止）には該当しません。 

以上で説明を終わります。 

    

議   長 では、担当農業委員の報告をお願いします。 

    

香 川 委 員 皆さんがお気づきだと思いますが、譲受人は八頭町の方で、福部で７畝の畑を購入しよ

うとするということで、違和感を感じまして、直接、買受人に連絡をとって、まず、確認

しました。本当に畑として作っていただけるのでしょうかという確認をしました。砂畑を

探しとったから、是非、砂畑を欲しいということで、たまたま、そこが砂の畑ですので、

許可がでれば、来年の春から作るということで確認を致しましたが、八頭から福部まで通

うということになると３０分以上の距離になりますので、本当にできるだろうかともう一
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つ、深く探りをいれてみました。その中で分かったことは、畑の２０から３０ｍ隣の土地

がありまして、実は、そこの土地を以前、譲受人が購入されたと そこは農地ではありま

せんから購入できるわけですけど その時に、一緒に畑も買って欲しいという申し出を受

けていたらしいのですが、農地だということで、いろいろな手続きあるので、そこの土地

だけが置き去りになっていたようです。また、新たに譲渡人の娘さんから畑の方も買って

欲しいという話があって購入しようということで決意されたという経緯がございました。

 私と推進委員、そして事務局と３名で現地の確認をしました。現地は、以前、田んぼで

あったところが埋め立てた畑地となっております。購入する畑の右隣はらっきょう畑とし

て耕作してありますし、左（隣）は他の人が野菜を作っておられました。東隣は、田んぼ

として作っておられまして、その田んぼを挟んだ隣が譲受人所有の土地です。譲受人は重

機も持っておられるということで、買われた土地に重機も置かれてありますし、事務所と

して１階を使っておられます。そこにお母さんが事務所の番に、毎日来てるので、お母さ

んも畑を利用されます。そこの畑は耕作放棄地になっておりましたけども、草丈もそんな

にまだ高くないし、トラクターでロータリーをかければ、いつでも作れる状態ですけども、

実はアカシヤの木が２本ほど生えておりまして、自分の所で持っている重機でアカシヤを

伐根して春からは畑にしますので、よろしくお願いしますということだったので、チェッ

クシートに照らし合わせても問題ありませんし、春からは、伐根して間違いなく畑にしま

すと確約をいただいております。 

農地法第３条第２項各号には該当せず、許可することに問題はないと判断します。 

   

議   長 では、質疑・意見はございませんか。 

  （質疑・意見なし） 

    

議   長 以上で質疑を打ち切り、採決に入ります。 

  整理番号３５番について、原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

  （異議なし） 

    

議   長 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決しました。 

  整理番号３６番は取下げになりましたので、整理番号３７事務局の説明を求めます。 

    

事  務  局 整理番号３７番につきましては、古郡家地内の畑２筆、合計３２３㎡を売買により所有

権移転するものです。 

申請書等に記載された内容が審査基準の項目ごとに適合するか否か検討した結果を説明し

ます。 

  農地法第３条第２項第１号 全部効率利用要件ですが、 

譲受人の農機具の保有状況、農作業従事者数からみて、耕作能力に問題はありません。ま

た、申請地は住所地から約５ｋｍに位置し、通作にも問題ありません。なお、譲受人は、

保有しているすべての農地を耕作しています。今回取得する農地についても、効率的に利

用して耕作を行うものと思われます。 

  次に、農地法第３条第２項第４号 農作業常時従事要件ですが、 

申請書に記載された譲受人の農作業従事日数及び本人からの聴取により確認をした結果、

現在、基幹的な農作業に常時従事しており、取得後も農作業に常時従事すると思われます。

  次に、農地法第３条第２項第５号 下限面積要件ですが、 

申請地の下限面積５０アールに対して、取得後の譲受人の耕作面積は７２アールとなり、

要件を満たしております。 

  後に、農地法第３条第２項第７号 地域との調和要件ですが、 

申請地の取得後の利用に変更はなく、周辺地域における農地の農業上の総合的な利用の確

保に支障を生じないと思われます。 

なお、農地法第３条第２項第２号（農地所有適格法人要件）、同第３号（信託の引受けの禁

止）及び同第６号（転貸または質入れの禁止）には該当しません。 

以上で説明を終わります。 

    

議   長 では、担当農業委員の報告をお願いします。 
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下 田 委 員 譲受人は、現在、若葉台の方に住んでおられますが、申請地の地区の出身です。将来、

その土地を使ってぶどうの栽培をしたいということでございまして、周辺地域における農

地の総合的な利用の確保に支障はないと判断しました。 

農地法第３条第２項各号には該当せず、許可することに問題はないと判断します。 

    

議   長 では、質疑・意見はございませんか。 

  （質疑・意見なし） 

    

議   長 以上で質疑を打ち切り、採決に入ります。 

  整理番号３７番について、原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

  （異議なし） 

  

議   長 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決しました。 

  では議案第５１号「農地法第４条の規定による許可申請について」を議題とします。事

務局の説明を求めます。 

  

事 務 局 議案第５１号農地法第４条の規定による許可申請について説明します。 

 整理番号１４番につきましては、墓地を転用目的とするものです。 

 申請地は、鹿野町河内地内の畑１筆、５９㎡のうち４５㎡です。農地区分は、第２種農

地、小集団の生産力の低い農地に該当し、許可根拠は、代替地なしです。 

申請人は、違反転用を行っておらず、必要な資金についても、全額自己資金で賄う計画

であり、資力及び信用はあると判断します。 

申請書に添付されている被害防除計画書も問題はなく、農地法第４条に基づく転用は適

当であると判断します。 

以上で説明を終わります。 

  

議 長 では、担当農業委員の報告をお願いします。 

  

砂 川 委 員 現在の墓地は、裏山の段々になっている中間位にあり、これから年を重ねると管理もや

りにくいということで、自宅の隣に移転したいというものです。チェックリストに従って

何ら問題はございません。転用目的は妥当であり、申請のとおり用途に供する見込みもあ

り、周辺農地に影響はありませんので、転用することに問題ないと判断します。 

  

議   長 では、質疑・意見はございませんか。 

  

猪 口 委 員 残りの１４㎡は農地として残っているのですか。 

  

砂 川 委 員 隣の土地がもともと畑で、残りの畑を全部使って墓地にはしないので、畑として残りま

す。 

  

依 藤 委 員 周辺地域、みなさんの同意はとってありますか。 

  

砂 川 委 員 同意はとってあると確認しております。 

  

事 務 局 生活環境課の方に墓地等経営に関する事前審査申請書を提出しておられますし、それに

対して墓地経営同意書ということで、墓地周辺１００ｍ以内の人家の該当住民に同意をい

ただいておりますので、問題ないと判断します。 

   

議 長 以上で質疑を打ち切り、採決に入ります。 

  整理番号１４番について、原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

  （異議なし） 
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議   長 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決しました。 

  

 では議案第５２号「農地法第５条の規定による許可申請について」を議題とします。事務局

の説明を求めます。 

  

事 務 局 議案第５２号農地法第５条の規定による許可申請について説明します。 

 整理番号３８番につきましては、駐車場を転用目的とするものです。 

  申請地は、福部町湯山地内の畑１筆、４８５㎡です。農地区分は、第２種農地、小集団

の生産力の低い農地に該当し、許可根拠は、代替地なしです。 

申請人は、違反転用を行っておらず、必要な資金についても、全額自己資金で賄う計画

であり、資力及び信用はあると判断します。 

 申請書に添付されている被害防除計画書も問題はなく、農地法第５条に基づく転用は適

当であると判断します。 

以上で説明を終わります。 

    

議   長 では、担当農業委員の報告をお願いします。 

    

香 川 委 員 １２月３日に、担当推進委員及び事務局、譲受人と現地確認しました。申請地の東側に

は事務所が建っており、その向かい側には以前、許可をいただいた駐車場がありますが、

事務所の隣にも駐車場が必要ということで、以前にも駐車場で許可していますが、まだ必

要ですかと確認しましたが、駐車場も手狭になってきたから必要とのことで、今回の申請

がでております。チェックシートに従って何ら問題はございません。転用目的は妥当であ

り、申請のとおり用途に供する見込みもあり、周辺農地に影響はありませんので、転用す

ることに問題ないと判断します。 

    

議   長 では、質疑・意見はございませんか。 

  （質疑・意見なし） 

    

議   長 以上で質疑を打ち切り、採決に入ります。 

  整理番号３８番について、原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

  （異議なし） 

    

議   長 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決しました。 

 続きまして整理番号３９番を審議します。事務局の説明を求めます。 

  

事 務 局 整理番号３９番につきましては、住宅建築を転用目的とするものです。 

  申請地は、河原町稲常地内の田１筆、７１７㎡のうち２２６．６１㎡です。農地区分は、

第１種農地、集団農地に該当し、許可根拠は、集落接続です。 

申請人は、違反転用を行っておらず、必要な資金についても、全額自己資金で賄う計画

であり、資力及び信用はあると判断します。 

 申請書に添付されている被害防除計画書も問題はなく、農地法第５条に基づく転用は適

当であると判断します。 

以上で説明を終わります。 

    

議   長 では、担当農業委員の報告をお願いします。 

    

岩 永 委 員 譲渡人、譲受人は親子でありまして、譲受人の息子さんが住宅を建築するというもので

ございます。チェックシートに従って何ら問題はございません。転用目的は妥当であり、

申請のとおり用途に供する見込みもあり、周辺農地に影響はありませんので、転用するこ

とに問題ないと判断します。 

    

議   長 では、質疑・意見はございませんか。 

  （質疑・意見なし） 
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議   長 以上で質疑を打ち切り、採決に入ります。 

  整理番号３９番について、原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

  （異議なし） 

  

議   長 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決しました。 

 続きまして整理番号４０番を審議します。事務局の説明を求めます。 

  

 整理番号４０番につきましては、住宅敷地の拡張を転用目的とするものです。 

  申請地は、青谷町青谷地内の田１筆、２３㎡です。農地区分は、第１種農地、集団農地

に該当し、許可根拠は、既存施設の拡張です。 

申請人は、違反転用を行っておらず、必要な資金についても、全額自己資金で賄う計画

であり、資力及び信用はあると判断します。 

 申請書に添付されている被害防除計画書も問題はなく、農地法第５条に基づく転用は適

当であると判断します。 

以上で説明を終わります。 

    

議   長 では、担当農業委員の報告をお願いします。 

    

竹 森 委 員 １２月５日に、担当推進委員及び事務局、譲受人の母と現地確認をしました。申請地は、

もうすでに住宅敷地となっており、無断転用した事案になります。今回は追認許可という

ことになります。譲渡人の相続手続きができてなくて、平成２７年に現在の名義になって

おり、その時に手続きをしないといけなかったが、今回の申請になったという顛末書が提

出してあります。チェックシートに従って何ら問題はございません。転用目的は妥当であ

り、申請のとおり用途に供する見込みもあり、周辺農地に影響はありませんので、転用す

ることに問題ないと判断します。 

    

議   長 では、質疑・意見はございませんか。 

  （質疑・意見なし） 

    

議   長 以上で質疑を打ち切り、採決に入ります。 

  整理番号４０番について、原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

  （異議なし） 

    

議   長 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決しました。 

 続きまして整理番号４２番を審議します。事務局の説明を求めます。 

  

事 務 局 整理番号４２番につきましては、住宅建築を転用目的とするものです。 

  申請地は、青谷町青谷地内の畑１筆、２５９㎡です。農地区分は、第３種農地、駅・役

場等から３００ｍ以内の農地に該当し、青谷支所から３００ｍ以内となっております。 

申請人は、違反転用を行っておらず、必要な資金についても、全額自己資金で賄う計画

であり、資力及び信用はあると判断します。 

 申請書に添付されている被害防除計画書も問題はなく、農地法第５条に基づく転用は適

当であると判断します。 

以上で説明を終わります。 

    

議   長 では、担当農業委員の報告をお願いします。 

    

竹 森 委 員 申請書の添付書類として、本人確認用に、全部事項証明書が必要ですが、許可申請書の

住所と氏名、全部事項証明書の住所と氏名が異なっております。事務局はどのように真正

な所有者かどうか確認されましたか。事務局の意見をお願いしたいです。 

    

議 長 では、事務局お願いします。 
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事 務 局 全部事項証明書と許可申請書の住所と氏名が違うので、どのように本人確認したのかと

いうことですが、住民票の提出を求めました。そちらに現在の許可申請書の住所、前住所

に全部事項証明書と同じ住所が記載されております。それで本人確認といいますか、譲渡

人の確認をとりましたし、あとは事務局で管理している農家台帳に載っている生年月日と

住民票の生年月日が一致しておりますので、本人で間違いないという風に判断いたしまし

たので、申請書の方を受理させていただいております。 

  

竹 森 委 員 事務局の説明では、現在の全部事項証明書の所有者と間違いないということですので、

報告をさせていただきます。申請地は、雑草の生えている休耕地で、住宅建築を転用目的

とするもので、設計図面や被害防除計画書等、提出書類も揃っております。チェックシー

トに従って何ら問題はございません。転用目的は妥当であり、申請のとおり用途に供する

見込みもあり、周辺農地に影響はありませんので、転用することに問題ないと判断します。

  

議   長 では、質疑・意見はございませんか。 

  （質疑・意見なし） 

    

議   長 以上で質疑を打ち切り、採決に入ります。 

  整理番号４２番について、原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

  （異議なし） 

    

議   長 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決しました。 

  

議 長 では議案第５３号「農地転用事業計画変更申請について」を議題とします。事務局の説

明を求めます。 

  

事  務  局 議案第５３号農地転用事業計画変更申請について説明します。 

  整理番号３番につきましては、従前の許可内容は店舗の設置であり、着工時期の変更を

事由とした事業計画の変更になります。 

    

議 長 では、担当農業委員の報告をお願いします。 

    

砂 川 委 員 現地は田のままで、何ら変わっておりません。着工時期の変更については、承認するこ

とに問題ないと判断します。 

    

議   長 では、質疑・意見はございませんか。 

  （質疑・意見なし） 

    

議   長 以上で質疑を打ち切り、採決に入ります。 

  整理番号３番について、原案のとおり承認することにご異議ございませんか。 

  （異議なし） 

    

    

議   長 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり承認されました。 

 では議案第５４号「非農地証明について」を議題とします。事務局の説明を求めます。

  

事  務  局 議案第５４号非農地証明について説明します。 

  整理番号１３０番の申請地は、気高町奥沢見地内の田１筆、畑１筆、合計１，０８２㎡

です。申請事由は、人為的潰廃地で転用の事実行為から２０年以上経過しているというも

のです。 

 以上で説明を終わります。 

    

議   長 では、担当農業委員の報告をお願いします。 
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柳 田 委 員 １２月４日に担当推進委員および事務局と現地確認しました。申請地の現況は、一部が

水尻池の敷地となっているほか、砂利が敷かれ、倉庫およびコンテナが設置されており、

資材置場として利用されておりました。人為的潰廃地ですが、転用の事実行為から２０年

以上経過しており、農地行政上も特に支障がないと認められる土地に該当しますので、承

認することに問題ないと判断します。 

    

議   長 では、質疑・意見はございませんか。 

  （質疑・意見なし） 

    

議   長 以上で質疑を打ち切り、採決に入ります。 

  整理番号１３０番について、原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

  （異議なし） 

    

議   長 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決しました。 

  続きまして整理番号１３１番を審議します。事務局の説明を求めます。 

    

事  務  局 整理番号１３１番の申請地は、気高町酒津地内の畑３筆、合計５０８㎡です。申請事由

は、長期間耕作放棄されたため、自然潰廃したというものです。 

 以上で説明を終わります。 

    

議   長 では、担当農業委員の報告をお願いします。 

    

柳 田 委 員 １２月４日に申請人、担当推進委員および事務局と現地確認しました。申請人に聞き取

りしたところ、国道９号線が整備された頃から耕作放棄しており、申請地の現況は、雑木

が繁茂し山林原野化しておりました。日当たりも悪く生産性が低い農地で、長期間耕作放

棄され、自然潰廃した農地で復旧が困難な土地に該当しますので、承認することに問題な

いと判断します。 

    

議   長 では、質疑・意見はございませんか。 

  （質疑・意見なし） 

    

議   長 以上で質疑を打ち切り、採決に入ります。 

  整理番号１３１番について、原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

  （異議なし） 

    

議   長 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決しました。 

  続きまして整理番号１３２番を審議します。事務局の説明を求めます。 

    

事  務  局 整理番号１３２番の申請地は、佐治町津無地内の畑４筆、合計９，３７７㎡です。申請

事由は、長期間耕作放棄されたため自然潰廃および人為的潰廃地で転用の事実行為から２

０年以上経過しているというものです。 

 以上で説明を終わります。 

    

議   長 では、担当農業委員の報告をお願いします。 

    

福 安 委 員 １２月４日に担当推進委員および事務局と現地確認しました。申請地の現況は、一部が

雑種地となっているほか、雑木が繁茂し山林原野化しておりました。長期間耕作放棄され、

自然潰廃した農地で復旧が困難な土地および人為的潰廃地ですが、転用の事実行為から２

０年以上経過しており、農地行政上も特に支障がないと認められる土地に該当しますので、

承認することに問題ないと判断します。 

    

議   長 では、質疑・意見はございませんか。 
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  （質疑・意見なし） 

    

議   長 以上で質疑を打ち切り、採決に入ります。 

  整理番号１３２番について、原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

  （異議なし） 

    

議   長 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決しました。 

  続きまして整理番号１３３番を審議します。事務局の説明を求めます。 

    

事  務  局 整理番号１３３番の申請地は、田園町一丁目地内の田１筆、１，１４９㎡です。申請事

由は、人為的潰廃地で転用の事実行為から２０年以上経過しているというものです。 

以上で説明を終わります。 

    

会長職務代理者 では、担当農業委員の報告をお願いします。 

    

濱 田 委 員 １２月２日に担当推進委員および事務局と現地確認しました。申請地の現況は、建物敷

地として利用されておりました。人為的潰廃地ですが、転用の事実行為から２０年以上経

過しており、農地行政上も特に支障がないと認められる土地に該当しますので、承認する

ことに問題ないと判断します。 

    

議   長 では、質疑・意見はございませんか。 

  （質疑・意見なし） 

    

議   長 以上で質疑を打ち切り、採決に入ります。 

  整理番号１３３番について、原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

  （異議なし） 

    

議   長 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決しました。 

  続きまして整理番号１３４番を審議します。事務局の説明を求めます。 

    

事  務  局 整理番号１３４番の申請地は、青谷町青谷地内の畑１筆、２，９８９㎡です。申請事由

は、長期間耕作放棄されたため、自然潰廃したというものです。 

 以上で説明を終わります。 

    

議   長 では、担当農業委員の報告をお願いします。 

    

竹 森 委 員 １２月３日に担当推進委員および事務局と現地確認しました。以前は梨の果樹園として

利用されておりましたが、申請地の現況は、雑草・雑木が繁茂し原野化しておりました。

長期間耕作放棄され、自然潰廃した農地で復旧が困難な土地に該当しますので、承認する

ことに問題ないと判断します。 

    

議   長 では、質疑・意見はございませんか。 

  （質疑・意見なし） 

    

議   長 以上で質疑を打ち切り、採決に入ります。 

  整理番号１３４番について、原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

  （異議なし） 

    

議   長 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決しました。 

  続きまして整理番号１３５番を審議します。事務局の説明を求めます。 

    

事  務  局 整理番号１３５番の申請地は、湖山町北一丁目地内の畑１筆、５１９㎡です。申請事由

は、長期間耕作放棄されたため、自然潰廃したというものです。 



13 

以上で説明を終わります。 

    

議   長 では、担当農業委員の報告をお願いします。 

    

川 上 委 員 １２月２日に担当推進委員および事務局と現地確認しました。申請地の現況は、雑草・

雑木が繁茂し原野化しておりました。長期間耕作放棄され、自然潰廃した農地で復旧が困

難な土地に該当しますので、承認することに問題ないと判断します。 

    

議   長 では、質疑・意見はございませんか。 

  （質疑・意見なし） 

  

議   長 以上で質疑を打ち切り、採決に入ります。 

  整理番号１３５番について、原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

  （異議なし） 

    

議   長 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決しました。 

  続きまして整理番号１３６番を審議します。事務局の説明を求めます。 

    

事  務  局 整理番号１３６番の申請地は、気高町八束水地内の畑１筆、９９１㎡です。申請事由は、

長期間耕作放棄されたため、自然潰廃したというものです。 

 以上で説明を終わります。 

    

議   長 では、担当農業委員の報告をお願いします。 

    

中 村 委 員 １２月４日に担当推進委員および事務局と現地確認しました。本件は先月および７月に

申請のあった案件に近接した土地になります。申請地の現況は、工事用通路として利用さ

れるなど雑種地となっており、隣接地との境界が不明な状況でした。長期間耕作放棄され、

自然潰廃した農地で復旧が困難な土地に該当しますので、承認することに問題ないと判断

します。 

    

議   長 では、質疑・意見はございませんか。 

  （質疑・意見なし） 

    

議   長 以上で質疑を打ち切り、採決に入ります。 

  整理番号１３６番について、原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

  （異議なし） 

    

議   長 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決しました。 

  続きまして整理番号１３８番を審議します。事務局の説明を求めます。 

    

事  務  局 整理番号１３８番の申請地は、竹生地内の田１筆、１１９㎡です。申請事由は、人為的

潰廃地で転用の事実行為から２０年以上経過しているというものです。 

 以上で説明を終わります。 

    

議   長 では、担当農業委員の報告をお願いします。 

    

上 田 委 員 １２月１日に担当推進委員および事務局と現地確認しました。申請地は道路拡幅の際の

残地であり、申請地の現況は、隣接地と一体的に住宅敷地として利用されておりました。

人為的潰廃地ですが、転用の事実行為から２０年以上経過しており、農地行政上も特に支

障がないと認められる土地に該当しますので、承認することに問題ないと判断します。 

    

議   長 では、質疑・意見はございませんか。 

  （質疑・意見なし） 
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議   長 以上で質疑を打ち切り、採決に入ります。 

  整理番号１３８番について、原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

  （異議なし） 

    

議   長 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決しました。 

  続きまして整理番号１３９番を審議します。事務局の説明を求めます。 

    

事  務  局 整理番号１３９番の申請地は、用瀬町家奥地内の田１筆、３９９㎡です。申請事由は、

人為的潰廃地で転用の事実行為から２０年以上経過しているというものです。 

 以上で説明を終わります。 

    

議   長 では、担当農業委員の報告をお願いします。 

    

安 東 委 員 １２月１日に担当推進委員、用瀬地域の推進委員１名および事務局と現地確認しました。

申請地の現況は、住宅が建築され、隣接地と一体的に住宅敷地として利用されておりまし

た。人為的潰廃地ですが、転用の事実行為から２０年以上経過しており、農地行政上も特

に支障がないと認められる土地に該当しますので、承認することに問題ないと判断します。

    

議   長 では、質疑・意見はございませんか。 

  （質疑・意見なし） 

    

議   長 以上で質疑を打ち切り、採決に入ります。 

  整理番号１３９番について、原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

  （異議なし） 

    

議   長 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決しました。 

  続きまして整理番号１４０番を審議します。事務局の説明を求めます。 

    

事  務  局 整理番号１４０番の申請地は、湯所町一丁目地内の畑１筆、６１８㎡です。申請事由は、

人為的潰廃地で転用の事実行為から２０年以上経過しているというものです。 

以上で説明を終わります。 

    

議   長 では、担当農業委員の報告をお願いします。 

    

河 毛 委 員 １２月２日に担当推進委員および事務局と現地確認しました。申請地の現況は、住宅が

建築され、宅地として使用されておりました。人為的潰廃地ですが、転用の事実行為から

２０年以上経過しており、農地行政上も特に支障がないと認められる土地に該当しますの

で、承認することに問題ないと判断します。 

    

議   長 では、質疑・意見はございませんか。 

  （質疑・意見なし） 

    

議   長 以上で質疑を打ち切り、採決に入ります。 

  整理番号１４０番について、原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

  （異議なし） 

    

議   長 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決しました。 

  続きまして整理番号１４１番を審議します。事務局の説明を求めます。 

    

事  務  局 整理番号１４１番の申請地は、国府町高岡地内の田１筆、１，６４６㎡です。申請事由

は、長期間耕作放棄されたため、自然潰廃したというものです。 

 以上で説明を終わります。 
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議   長 では、担当農業委員の報告をお願いします。 

    

福田克委員 １２月３日に担当推進委員および事務局と現地確認しました。申請人は県外在住であり、

申請人に聞き取りしたところ、相続して以降は耕作しておらず、申請地の現況は、雑草・

雑木が繁茂し原野化しておりました。長期間耕作放棄され、自然潰廃した農地で復旧が困

難な土地に該当しますので、承認することに問題ないと判断します。 

    

議   長 では、質疑・意見はございませんか。 

  （質疑・意見なし） 

    

議   長 以上で質疑を打ち切り、採決に入ります。 

  整理番号１４１番について、原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

  （異議なし） 

    

議   長 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決しました。 

  続きまして整理番号１４２番は整理番号１４３番および１４４番と関連していますので

一括して審議します。事務局の説明を求めます。 

    

事  務  局 整理番号１４２番の申請地は、気高町勝見地内の畑２筆、合計４１２㎡です。申請事由

は、長期間耕作放棄されたため、自然潰廃したというものです。 

 整理番号１４３番の申請地は、気高町勝見地内の畑１筆、４１３㎡です。申請事由は、

長期間耕作放棄されたため、自然潰廃したというものです。 

 整理番号１４４番の申請地は、気高町勝見地内の畑１筆、２３２㎡です。申請事由は、

長期間耕作放棄されたため、自然潰廃したというものです。 

 以上で説明を終わります。 

    

議   長 では、担当農業委員の報告をお願いします。 

    

中 村 委 員 １２月４日に担当推進委員および事務局と現地確認しました。申請地の現況は、竹・雑

木が繁茂し山林化しておりました。長期間耕作放棄され、自然潰廃した農地で復旧が困難

な土地に該当しますので、承認することに問題ないと判断します。また、申請人に聞き取

りしたところ、今後、申請地では竹林伐採事業を計画しているとのことでした。 

    

議   長 では、質疑・意見はございませんか。 

  （質疑・意見なし） 

  

議   長 以上で質疑を打ち切り、採決に入ります。 

  整理番号１４２番、１４３番および１４４番について、原案のとおり決定することにご

異議ございませんか。 

  （異議なし） 

    

議   長 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決しました。 

  続きまして整理番号１４５番を審議します。事務局の説明を求めます。 

    

事  務  局 整理番号１４５番の申請地は、鹿野町岡木地内の畑１筆、１８５㎡です。申請事由は、

長期間耕作放棄されたため、自然潰廃したというものです。 

 以上で説明を終わります。 

    

議   長 では、担当農業委員の報告をお願いします。 

    

砂 川 委 員 １２月３日に担当推進委員、鹿野地域の推進委員１名および事務局と現地確認しました。

申請地は勝谷トンネルのすぐ近くで、山中で耕作しようと思えない立地であり、申請地の
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現況は、雑草・雑木が繁茂し原野化しておりました。長期間耕作放棄され、自然潰廃した

農地で復旧が困難な土地に該当しますので、承認することに問題ないと判断します。 

    

議   長 では、質疑・意見はございませんか。 

  （質疑・意見なし） 

    

議   長 以上で質疑を打ち切り、採決に入ります。 

  整理番号１４５番について、原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

  （異議なし） 

    

議   長 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決しました。 

  続きまして整理番号１４６番を審議します。事務局の説明を求めます。 

    

事  務  局 整理番号１４６番の申請地は、里仁地内の畑１筆、７２㎡です。申請事由は、人為的潰

廃地で転用の事実行為から２０年以上経過しているというものです。 

 以上で説明を終わります。 

    

議   長 では、担当農業委員の報告をお願いします。 

    

福田淳委員 １１月３０日に担当推進委員および事務局と現地確認しました。申請地は県道沿いであ

り、申請地の現況は、庭として利用され、隣接地と一体的に住宅敷地として利用されてお

りました。人為的潰廃地ですが、転用の事実行為から２０年以上経過しており、農地行政

上も特に支障がないと認められる土地に該当しますので、承認することに問題ないと判断

します。 

    

議   長 では、質疑・意見はございませんか。 

  （質疑・意見なし） 

    

議   長 以上で質疑を打ち切り、採決に入ります。 

  整理番号１４６番について、原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

  （異議なし） 

    

議   長 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決しました。 

  では、議案第５５号「鳥取市農用地利用集積計画について」を議題とします。事務局の

説明を求めます。 

    

事  務  局 議案第５５号鳥取市農用地利用集積計画について説明します。 

鳥取市長から、令和２年１２月２５日告示予定で農用地利用集積計画の決定を求められて

います。 

  利用権を設定しようとするものが、新規３９件、更新２２件、合計６１件で、面積は、

田８８，６８７㎡、畑６９，２７２㎡、その他０㎡、合計１５７，９５９㎡です。 

  権利種別の内訳は、賃借権４９件、使用貸借による権利１２件となっています。 

農業経営基盤強化促進法第１８条第３項各号の要件に照らし合わせたところ、特に問題は

見受けられませんでした。以上で説明を終わります。 

    

議   長 では、質疑・意見はございませんか。 

  （質疑・意見なし） 

    

議   長 以上で質疑を打ち切り、採決に入ります。 

  議案第５５号について、原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

  （異議なし） 

    

議   長 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決しました。 



17 

  では、議案第５６号「鳥取市農用地利用配分計画について」を議題とします。事務局の

説明を求めます。 

  

事  務  局 議案第５６号鳥取市農用地利用配分計画について説明します。 

  鳥取市長から、農用地利用配分計画の案の作成に係る意見決定を求められています。 

これは、農地中間管理事業の推進に係る法律第１９条第３項に基づき、鳥取市が作成した

農用地利用配分計画（案）について、農業委員会の意見を聴くものです。 

  今回、鳥取県農業農村担い手育成機構が中間管理権を取得し、農業者等に配分する農地

の面積は、田１９，１２５㎡、畑３，９７１㎡、その他０㎡。権利種別の内訳は、賃借権

９件、使用貸借による権利０件となっています。 

  農地中間管理事業の推進に係る法律第１８条第４項の要件に照らし合わせたところ、特

に問題は見受けられませんでした。以上で説明を終わります。 

   

議   長 では、質疑・意見はございませんか。 

  （質疑・意見なし） 

   

議   長 以上で質疑を打ち切り、採決に入ります。 

  議案第５６号について、原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

  （異議なし） 

    

議   長 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決しました。 

  続きまして、議案書の報告事項につきまして、質疑・意見はございませんか。 

  （質疑・意見なし） 

    

  報告事項 

  （１）農地法第４条第１項第８号の規定による届出書の受理について 

（２）農地法第４条第１項第９号の例外規定による届出書の受理について 

（３）農地法第５条第１項第７号の規定による届出書の受理について 

（４）農地転用の制限の例外（認定電気通信事業等）による事業計画書の受理について 

（５）公共事業の施行に伴う附帯施設設置に係る農地転用報告書の受理について 

（６）農地転用許可後の工事進捗状況および工事完了に係る報告書の受理について 

（７）農地法第１８条第６項の規定による通知書の受理について 

  

  

議   長 その他報告事項につきまして、事務局ありますか。 

  （特になし） 

    

議 長 

 

議 長 

 

事 務 局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

それでは次に、その他の検討事項に移ります。 

 

 農家相談会について、事務局お願いします。 

 

 お手元に配布してあります農家相談会の結果をご覧いただけますでしょうか。 

 今年度の農家相談会の実施についてですが、11 月４日から 11 月 27 日の間にかけて市内

計 14 カ所の会場で農家相談会を実施しましたので市全体で出された内容、件数を報告しま

す。 

 昨年度は 49 件の相談がありましたが、本年度は新型コロナウイルス感染症防止のためか

は不明ですが、計 30 件の相談がありました。 

 担当区域の農業委員、農地利用 適化推進委員が一堂に会する相談会とは別ですが、引

き続き担当地区の農家の相談については引き続きお願いしたいと思います。 

 お忙しい中、ありがとうございました。 

 

 農家相談会においては、忙しい中、本当にありがとうございました。 

事務局が配布した結果を見ると、相談の大部分が賃貸借になっています。農地利用の
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依 藤 委 員 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

適化は農業委員会の 大の使命ですので、高齢で作れないとか後継者がいないといった農

地の相談には地域でマッチングを行ってほしいと思います。 

また、今回の農家相談会では地域ごとで農業者年金の推進会議も開催してもらいました

が、これからの時期、動きやすくなってくると思いますので引き続き農業者年金の推進を

お願いします。年金の難しい説明は事務局にお願いすればいいと思いますので、先ずは声

掛けをお願いしたいと思います。対象者があればまずは事務局にお願いしたいと思います。

 

私も農業者年金を農業者に勧めてみたのですが、中には 50 代の方が多いように思いま

す。加入したとしても老後にもらえる年金もわずかですので国民年金のように追加で支払

うとか言った制度の検討をするべきではないかと思います。 

 

農業者年金は若い人が入ると断然有利な年金になってきます。確定申告などで社会保険

料控除として申告もできますし、住民税も軽減されます。また、年によっては収入が多か

った時には多めに払うこともできるため、特に所得の多い方にメリットがあります。 

皆さんのネットワークを使って加入推進を進めていってほしいと思います。 

 

議 長 以上を持ちまして令和２年度 第９回鳥取市農業委員会総会・定例会を閉会といたしま

す。どうもご苦労様でした。 

  

閉会 午後３時 30 分 

 


